
改正後 現行 

青森県福祉用具専門相談員指定講習会指定事務等実施要綱 

 

第１～第９（略） 

 

附則 

 この要綱は、平成１８年１２月２２日から施行する。 

 

附則（平成２４年８月１７日一部改正） 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附則（平成２５年３月２５日一部改正） 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附則（平成２６年１２月１７日一部改正） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 平成２７年３月３１日までに開講した講習については、改正前の要綱に 

よることができる。 

 

附則（令和４年３月２２日一部改正） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附則（令和７年４月１０日一部改正） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 令和８年３月３１日までに終了する講習については、改正前の要綱による

ことができる。 

 

 

別紙 1 福祉用具専門相談員指定講習会の指定要件（略） 

 

青森県福祉用具専門相談員指定講習会指定事務等実施要綱 

 

第１～第９（略） 

 

附則 

 この要綱は、平成１８年１２月２２日から施行する。 

 

附則（平成２４年８月１７日一部改正） 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附則（平成２５年３月２５日一部改正） 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附則（平成２６年１２月１７日一部改正） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 平成２７年３月３１日までに開講した講習については、改正前の要綱に 

よることができる。 

 

附則（令和４年３月２２日一部改正） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 1 福祉用具専門相談員指定講習会の指定要件（略） 

 



改正後 現行 

別紙 2         福祉用具専門相談員講習課程 

１ 研修科目及び研修時間数 

区分 科   目 時間数 

講義 一 福祉用具と福祉用具専門相談員の役割 

 
(1) 福祉用具の役割 １ 

(2) 福祉用具専門相談員の役割と職業倫理 １ 

二 介護保険制度等に関する基礎知識 

 
(1) 介護保険制度等の考え方と仕組み ２ 

(2) 介護サービスにおける視点 ２ 

三 高齢者と介護・医療に関する基礎知識 

 

(1) からだとこころの理解 ６．５ 

(2) リハビリテーション ２ 

(3) 高齢者の日常生活の理解 ２ 

講義

・ 

演習 

 

(4) 介護技術 ４ 

(5) 住環境と住宅改修 ２ 

四 個別の福祉用具に関する知識・技術 

 

(1) 福祉用具の特徴 ８ 

(2) 福祉用具の活用 ８ 

(3) 福祉用具の安全利用とリスクマネジメント １．５ 

講義 五 福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識及び支援に関す

る総合演習 

 

(1) 福祉用具の供給の仕組み ３ 

講義

・ 

演習 

(2) 福祉用具による支援プロセスの理解・福祉用具貸与計画等の作成

と活用 
１０ 

（注）上記とは別に、筆記の方法による修了評価（１時間程度）を実施すること。 

 

２ 実施方法 （略） 

別紙 2         福祉用具専門相談員講習課程 

１ 研修科目及び研修時間数 

区分 科   目 時間数 

講義 一 福祉用具と福祉用具専門相談員の役割 

 
(1) 福祉用具の役割 １ 

(2) 福祉用具専門相談員の役割と職業倫理 １ 

二 介護保険制度等に関する基礎知識 

 
(1) 介護保険制度等の考え方と仕組み ２ 

(2) 介護サービスにおける視点 ２ 

三 高齢者と介護・医療に関する基礎知識 

 

(1) からだとこころの理解 ６ 

(2) リハビリテーション ２ 

(3) 高齢者の日常生活の理解 ２ 

(4) 介護技術 ４ 

(5) 住環境と住宅改修 ２ 

四 個別の福祉用具に関する知識・技術 

 
(1) 福祉用具の特徴 ８ 

演習 (2) 福祉用具の活用 ８ 

講義 五 福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識 

 
(1) 福祉用具の供給の仕組み ２ 

(2) 福祉用具貸与計画等の意義と活用 ５ 

演習 六 福祉用具の利用の支援に関する総合演習 

 福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画等の作成 ５ 

（注）上記とは別に、筆記の方法による修了評価（１時間程度）を実施すること。 

 

 

２ 実施方法 （略） 

 



改正後 現行 

別記   

福祉用具専門相談員指定講習における目的到達目標及び内容の指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記   

福祉用具専門相談員指定講習における目的到達目標及び内容の指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 現行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 現行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 現行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 3 修了証明書（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 3 修了証明書（略） 

 



改正後 現行 

別紙 4             講師要件表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 4             講師要件表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 現行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 1号～様式第 8号（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 1号～様式第 8号（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 現行 

参考様式１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考様式２～８ （略） 

参考様式１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考様式２～８ （略） 


